
 

（ ゴ シ ッ ク 体 は 電 波 監 理 審 議 会 の 必 要 的 諮 問 事 項 ） 

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

第 二 十 八 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４ 国 際 航 海 に 従 事 す る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 の 無 線

設 備 に は 、 前 三 項 の 機 器 の ほ か 、 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定 す

る 無 線 設 備 で あ つ て そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 装 置 を 備 え る も の を

備 え な け れ ば な ら な い 。 

船  舶  の  区  分 装 置 

総 ト ン 数 一 五 ○ ト ン 以 上 の 旅 客 船 航 海 情 報 記 録 装

置 総 ト ン 数 三 、 〇 〇 〇 ト ン 以 上 の 旅 客 船 以 外 の 船 舶

（ 専 ら 漁 労 に 従 事 す る 船 舶 を 除 き 、 平 成 十 四 年 七

月 一 日 以 降 に 建 造 さ れ た も の に 限 る 。 ） 

総 ト ン 数 三 、 〇 〇

〇 ト ン 以 上 の 旅 客

船 以 外 の 船 舶 （ 専

ら 漁 労 に 従 事 す る

船 舶 を 除 き 、 平 成

十 四 年 六 月 三 十 日

船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改

正 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 国

土 交 通 省 令 第 七 十 五 号 ） 附

則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る

簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を

備 え て い な い も の 

航 海 情 報 記 録 装

置 

第 二 十 八 条 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

４ 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の う ち 、 国 際 航 海 に 従 事 す る 総 ト ン 数 三 、 〇 〇

〇 ト ン 以 上 の 船 舶 （ 旅 客 船 及 び 専 ら 漁 ろ う に 従 事 す る 船 舶 を 除 き 、 平 成

十 四 年 六 月 三 十 日 以 前 に 建 造 さ れ た も の に 限 る 。 ） の 義 務 船 舶 局 の 無 線

設 備 に は 、 船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 国 土 交 通

省 令 第 七 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 九 項 の 規 定 に よ り 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は

簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 （ 電 波 を 使 用 し な い も の に 限 る 。 ） を 備 え て い

な い 場 合 は 、 前 三 項 の 機 器 の ほ か 、 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定

す る 無 線 設 備 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
添

 

一 頁 



 

以 前 に 建 造 さ れ た

も の に 限 る 。 ） 

船 舶 設 備 規 程 （ 昭 和 九 年 逓

信 省 令 第 六 号 ） 第 百 四 十 六

条 の 三 十 に 規 定 す る 航 海 情

報 記 録 装 置 又 は 船 舶 設 備 規

程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

附 則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す

る 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置

（ 電 波 を 使 用 し な い も の に

限 る 。 ） を 備 え て い な い も の 

簡 易 型 航 海 情 報

記 録 装 置 

５ ～ 1
0  （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ～ 1
0  （ 略 ） 

 

  

二 頁 



 

○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

( 航 海 情 報 記 録 装 置 等 を 備 え る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識) 

第 四 十 五 条 の 三 の 五 Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 及 び Ａ

三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

を 使 用 す る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 で あ つ て 、 船 舶

設 備 規 程 （ 昭 和 九 年 逓 信 省 令 第 六 号 ） 第 百 四 十 六 条 の 三 十 に 規 定 す る 航

海 情 報 記 録 装 置 又 は 船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令( 平 成 十 四 年

国 土 交 通 省 令 第 七 十 五 号) 附 則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 簡 易 型 航 海 情 報

記 録 装 置 を 備 え る も の は 、 第 四 十 五 条 の 二 第 一 項 各 号 の 条 件 に よ る ほ

か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

( 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識) 

第 四 十 五 条 の 三 の 五 Ｇ 一 Ｂ 電 波 四 〇 六 MH
z

か ら 四 〇 六 ・ 一 MH
z

ま で 及 び Ａ

三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

を 使 用 す る 船 舶 設 備 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

( 平 成 十 四 年 国 土 交 通 省 令 第 七 十 五 号) 附 則 第 二 条 第 九 項 に 規 定 す る 簡

易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 は 、 第 四 十 五 条 の

二 第 一 項 各 号 の 条 件 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。 

 

一 ～ 四 （ 略 ） 

 

  

三 頁 



 

○ 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

別表第七号 機器の型式表示に係る指定項目（第８条関係） 

項目 

 

 

 

 

区分 

機

種 

用

途 

使

用

す

る

環

境 

合

格

者 

方

式 

周

波

数 

送

信

受

信

の

別 

電

力 

電

波

の

型

式 

チ

ャ

ネ

ル 

確

度 

番

号 

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 
（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

設備規

則 第

45 条

の３の

５に規

定する

無線設

備の機

器 

○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    ○ 

別表第七号 機器の型式表示に係る指定項目（第８条関係） 

項目 

 

 

 

 

区分 

機

種 

用

途 

使

用

す

る

環

境 

合

格

者 

方

式 

周

波

数 

送

信

受

信

の

別 

電

力 

電

波

の

型

式 

チ

ャ

ネ

ル 

確

度 

番

号 

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

設備規

則 第

45 条

の３の

５に規

定する

無線設

備の機

器 

○ ○ ○ ○  ○  ○    ○ 

四 頁 



 

）  

略 
（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

 注 指定項目は、○印を付したものとする。 

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

）  

略 

（  

 注 指定項目は、○印を付したものとする。 

別表第八号 機器の型式に関する記号（第８条関係） 

区分 内   容 記号 

（略） （略） （略） 

５ 方式 （略） （略） 

捜索救助用

レーダート

ランスポン

ダ及び捜索

救助用位置

指示送信装

置の機器 

海面において使用するもの １ 

その他のもの ２ 

設備規則第

45 条の３の

５に規定す

る無線設備

の機器 

船舶設備規程（昭和９年逓信省令

第６号）第 146 条の 30 に規定す

る航海情報記録装置を備えるも

の 

１ 

船舶設備規程等の一部を改正す

る省令（平成 14 年国土交通省令

２ 

別表第八号 機器の型式に関する記号（第８条関係） 

区分 内   容 記号 

（略） （略） （略） 

５ 方式 （略） （略） 

捜索救助用

レーダート

ランスポン

ダ及び捜索

救助用位置

指示送信装

置の機器 

海面において使用するもの  １ 

その他のもの ２ 

 

 

 

 

 

 

  

五 頁 



 

第 75 号）附則第２条第９項に規

定する簡易型航海情報記録装置

を備えるもの 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

 注 この表の内容の欄に使用されている略字は、計量法に基づく計量単

位を表す。 

 

 

 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

 注 この表の内容の欄に使用されている略字は、計量法に基づく計量単

位を表す。 

 

 

六 頁 


